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１ 認可保育施設の整備の方向性について

※令和３年10月、令和７年11月に子ども・子育て会議で説明済み。

■「郡山市こども・若者計画（2025～2029）」の方向性

（１）幼稚園等から認定こども園への移行を進める

（２）認可外保育施設から認可保育施設への移行を進める

・年度途中で発生している待機児童の解消
・多様化する保護者ニーズに対応する幼保一元化の推進
・認可施設移行による保育の質の向上
・既存施設を最大限に活用した受け皿整備

【方向性における考え方】

No 事業者名 施設名称 施設区分 施設所在地
（保育提供区域）

整備方法
定員

０歳 １歳 ２歳 ３歳以上 計

１
学校法人仲川学園
理事長 小橋 達夫

安積町つつみ幼稚園
幼稚園

→幼保連携型
認定こども園

成山町
(中心部・南東部)

補助整備
３号
：３名

３号
：５名

３号
：５名

１号：29名
２号：30名

50名
→72名

２
株式会社あかるみ

代表取締役 伊藤 清子
木の実保育園

認可外保育施設
→小規模保育事業

久留米５丁目
(中心部・南東部)

補助整備
３号
：４名

３号
：７名

３号
：８名

20名
→19名

３
学校法人郡山私幼協学園
理事長 鈴木 則子

みらいこども園
(現：みらい幼稚園)

幼稚園
→幼保連携型
認定こども園

喜久田町堀之内
(北部)

自主整備
３号
：０名

３号
：５名

３号
：10名

１号：30名
２号：36名

80名
→81名

４
学校法人志賀学園
理事長 志賀 達生

並木こども園
(現：並木幼稚園)

幼稚園
→幼保連携型
認定こども園

並木５丁目
(中心部・南東部)

自主整備
３号
：３名

３号
：12名

３号
：18名

１号：15名
２号：54名

150名
→102名

２ 令和８年度の整備について（令和９年４月開設・移行予定分）

（１）令和８年度整備計画



Ｒ８年度 Ｒ９年度

４～５月 ６月～７月 ８月～９月 １０月～１１月 １２月～１月 ２月 ３月 ４月

事
業

補
助

事前着手
承認申請

(事業者→市)

実施設計
(事業者)

子・子会議
(確認・認
可のため意
見聴取)※

確認
認可

認定
こども園

・
認可保育
施設
へ移行

実績報告
(市→国)

国交付金
内示

(国→市)

竣工
検査

※【根拠法令】郡山市子ども・子育て会議条例第２条、子ども・子育て支援法第72条第１項児童福祉法第８条第１項、認定こども園法第17条第３項

国交付金
交付申請
(市→国)

国交付金
交付決定
(国→市)

市補助金
交付申請

(事業者→市)

市補助金
交付決定

(市→事業者)

実績報告
(事業者→市)

施工(事業者)

設計審査
(市)

事前着手
承認通知

(市→事業者)

設置認可申請審査
設置
認可

給付確認
申請審査

（２）令和８年度整備スケジュールについて

2

入札公告→入札
(事業者)

０歳 １歳 ２歳 ３歳以上 計

公立 98名 335名 371名 1,196名 2,000名

民間認可 274名 387名 435名 1,370名 2,466名

小規模 114名 114名 130名 0名 358名

事業所内(地域枠) 8名 15名 15名 0名 38名

幼保連携型 48名 85名 110名 424名 667名

幼稚園型 26名 35名 42名 175名 278名

計 568名 971名 1,103名 3,165名 5,807名

【参考】令和８年４月１日時点の本市年齢別定員（２号、３号のみ）

０歳 １歳 ２歳 ３歳以上 計

公立 98名 335名 371名 1,196名 2,000名

民間認可 274名 387名 435名 1,370名 2,466名

小規模 118名 121名 138名 0名 377名

事業所内(地域枠) 8名 15名 15名 0名 38名

幼保連携型 54名 107名 143名 544名 848名

幼稚園型 26名 35名 42名 175名 278名

計 578名 1,000名 1,144名 3,285名 6,007名

移
行
後
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Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ１０年度

５～６月 ７月～８月 ９月～１０月 １１～１２月 １月 ２月 ３月 ４月～３月 ４月

子

・

子

会

議

事
業

予
算

補
助

事前相談
(6/12～7/13）

事業採択の
募集期間

(事前相談で
計画の実現
可能性が認
められた施
設が対象)

国交付金
協議書提出
(市→国)

認定
こども園

・
認可保育
施設
へ移行

Ｒ９当初
予算要求
(市)

■令和９年度の整備に向けた状況
・令和８年５月 意向調査を実施：令和10年度以降の移行に向け、令和９年度から整備を開始する施設を把握
・令和８年６月 事前相談を案内：移行希望施設の具体的な計画の状況等を把握

子・子会議
(事業採択
報告・整備
計画承認)

事前相談
審査(市)

国交付金
仮決定
(国→市)

国交付金
所要額調査
(市→国)

Ｒ９当初
予算内示
(市)

流れは前
頁「２

(２) 令和
８年度の
整備スケ
ジュール
につい
て」と同

様

整備計画提出
(市→国)

事業採択
(予算範囲内)
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（２）令和９年度整備スケジュールについて

一次・二次審査
(市)

３ 令和９年度の整備について（令和１０年度以降開設・移行分）

・事前相談において計画の実現性・確実性等を確認の上、募集して採択・整備を進める

・整備希望施設のうち、整備の方向性に合致し、計画が具体化している施設が対象

・各年度の採択数については、自主整備も含め３施設程度を目安とする

・整備補助に当たっては、国の交付金を活用する

（１）事業採択に係る募集

・公平性・透明性の確保
・整備後の施設運営の安定性・継続性
・施設整備費補助金や移行後の施設型給付費の市負担の急
激な上昇を抑制
・国交付金の募集（年１回）に合わせたスケジュール

【整備における考え方】
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